
議案第２２号 

 

令和２年度篠栗町後期高齢者医療特別会計 

補正予算（第４号） 

 

令和２年度篠栗町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）は、次に定めると

ころによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 5,792 千円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 425,662 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

令和３年３月４日提出 

 

 

篠栗町長  三 浦  正 
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1 316,708 △5,792 310,916

1 後期高齢者医療保険料 316,708 △5,792 310,916

431,454 △5,792 425,662

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

後期高齢者医療保険料

歳　　入　　合　　計

補　正　額

 千円
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2 406,940 △5,792 401,148

1 後期高齢者医療広域連合納付金 406,940 △5,792 401,148

431,454 △5,792 425,662

 千円

補　正　額

 千円

後期高齢者医療広域連合納付金

歳　　出　　合　　計

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額
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１　総　　括

（歳　　入）

1 後期高齢者医療保険料 316,708 △5,792 310,916

431,454 △5,792 425,662

 千円

歳　　入　　合　　計

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円
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（歳　　出）

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

2 後期高齢者医療広域連合納付金 406,940 △5,792 401,148 △5,792

431,454 △5,792 425,662 0 0 0 △5,792

補　正　額　の　財　源　内　訳

 千円

款 計

 千円

補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

歳　　出　　合　　計

特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源
一　般　財　源

 千円  千円  千円
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２　　歳    入

 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明目 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円

△5,792千円

△5,792千円

 千円

　１款　後期高齢者医療保険料

　１項　後期高齢者医療保険料

1 156,244 7,734 163,978特別徴収保険料 現年度分 7,7341 現年度分 7,734

2 160,464 △13,526 146,938普通徴収保険料 現年度分 △13,5261 現年度分 △13,526

316,708 △5,792 310,916計
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３　　歳    出

節補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　２款　後期高齢者医療広域連合納付金

　１項　後期高齢者医療広域連合納付金

 千円

補正額

地方債

計
区　　分

 千円 千円  千円

△5,792千円

△5,792千円

目 補正前の額

千円 千円  千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

 千円 千円

401,148△5,7921 後期高齢者 406,940 △5,792 19 △5,792負担金補助及 ・住民課 △5,792

医療広域連 び交付金 　　○保健・医療対策の推進 △5,792

　　　　19 負担金補助及び交付金合納付金 △5,792

　　　　　　保険料等負担金 △5,792

△5,792406,940計 401,148 △5,7920 00
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